
（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

【都市整備部】

公共事業全体 ４４億７，３００万円（１１．０％減）

１ 公共事業 5,028,000 4,473,000 4,473,000
うち 真水 ３５億６，９００万円 （７．７％減）

国庫 1,982,350 国庫 1,799,000 国庫 1,799,000 １ 土地区画整理事業

（土地区画整理、公園） 負担金 973,825 負担金 878,750 負担金 878,750 ２８億９，３００万円（１０．０％減）

県債 2,071,000 県債 1,794,000 県債 1,794,000 うち真水 ２７億４，８００万円（１４．２％減）

一財 825 一財 1,250 一財 1,250 客観的評価基準に基づくランク付けにより予算配分

（圏央道関連地区や平成２１年度中に補助が完了する地

区に重点化）

２ 公園事業 １５億８，０００万円（１２．９％減）

うち真水 ８億２，１００万円（２３．６％増）

平成２２年春に拡張地区を供用開始予定のまつぶし緑

の丘公園をはじめ、さきたま古墳公園、権現堂公園、羽

生水郷公園などの計画的整備に向けて、東部地域の４公

園に重点化

都市整備部

－ １ －

【審査の考え方】

県民生活に必要な都市基盤整備を事業効果

の高い箇所に重点化して実施する必要性を認

め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新 アスベスト飛散による県民の健康被害を防止し、安心・

安全な生活を送るため、民間建築物に使用されている吹付

２ アスベスト対策 21,153 21,153 けアスベストの調査及び除去工事費用の一部を補助する

推進費 国庫 14,500 国庫 14,500

一財 6,653 一財 6,653 １ アスベスト対策推進費 ２１１５万３千円

・調査補助 １０/１０ (国10/10) 上限２５万円

・除去工事補助 ２/３ (国1/3･県1/3) 上限６００万円

・対象戸数

含有調査 ８０棟程度／年

除去工事 ６棟程度／年

建築物の耐震化改修費用を補助し、耐震化を促進させ、

３ 住宅･建築物耐震 安心・安全に生活できる地震に強いまちづくりを進める

改修促進費 171,055 311,973 311,973
国庫 82,828 国庫 153,407 国庫 153,407 １ 耐震診断・耐震改修補助事業 ３億１１９７万３千円

一財 88,227 一財 158,566 一財 158,566 多数の者が利用する建物・共同住宅・避難所への補助

・診断 費用の２／３ 上限３００万円

・設計 費用の２／３（上限は工事費用と合算）

・補強・建替工事

一般建築物・共同住宅

：費用の１５.２％ 上限１,３００万円

避難施設 ：費用の２／３ 上限４,４００万円

・対象戸数

耐震改修工事 １７棟（７年間で１４５棟）

耐震建替工事 ３棟（７年間で３０棟）

都市整備部

－ ２ －

【審査の考え方】

アスベスト除去・耐震改修工事によって、

県民が安全・安心に生活できる環境を確保

する必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

４ 新たな森づくり 71,000 71,000 「彩の国みどりの基金」を活用し、みどりの少ない都市

推進費 繰入 53,000 繰入 53,000 部の公園に植樹を行い、森を創る。

一財 18,000 一財 18,000

１ 森づくりに向けた植樹事業 ７，０００万円

埼玉スタジアム２００２公園

しらこばと公園（２次区域）

大宮公園（第三公園）

まつぶし緑の丘公園

川越公園

＊使途を指定した「都市への植樹」への寄附者には、希

望により記念プレートを設置

２ 植樹イベント １００万円

都市への植樹宣言・記念式典

都市整備部

－ ３ －

【審査の考え方】

都市部の身近な緑の保全と創出を推進する

ため、新たにみどりの少ない都市部の公園に森

を創る必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新 金融機関提携住宅ローン利用者の負担軽減を行い、新規

住宅の建設意欲を高め、県内地域産業の活性化を図る。

５ 住宅ローン負担軽減 405,663 405,663 １ 住宅ローン負担軽減事業費 ４億５６６万３千円

事業費 国庫 182,548 国庫 182,548

一財 223,115 一財 223,115 民間提携ローン新規利用者の負担軽減を行い、業種の裾

野が広く経済波及効果の高い住宅需要を促進する。

審査事務は金融機関を活用、適正な負担軽減を実施する。

・対象住宅 戸建住宅２０００戸 (分譲住宅を除く。)

※ 子育て世帯住宅、環境に配慮した住宅、

親や子との近居･同居を望むファミリー

世帯住宅等が対象

・支給金額 上限額２０万円／年

※ 融資残高１％相当分を支給する。

・支給期間 原則５年間

・募集開始 平成２１年６月予定

・経済波及効果 １，０３４億円

(平成２１年度、計２０００戸実施の場合)

・税収効果 ９６億円 (県税･市町村税合計)

・雇用誘発効果 ６，５６０人

（債務負担行為） 限度額 承 認 平成２２年度～平成２５年度

1,600,000
一財 1,600,000

都市整備部

－ ４ －

【審査の考え方】

住宅ローンの負担を軽減し、戸建住宅の需要

を促進する必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

主な事業

６ 公園等建設費 2,033,070 1,751,219 1,751,219 上尾運動公園基本計画策定業務 １，０００万円

国庫 119,144 国庫 33,993 国庫 33,993

諸収 50,000 県債 1,496,000 県債 1,496,000 さいたま水上公園（昭和４６年７月開設）リニューアル

県債 1,558,000 一財 221,226 一財 221,226 の基本方針策定、整備手法の検討

一財 305,926

森づくり関連事業 ９，４０４万４千円

・新たな森づくり調査等

・しらこばと公園２次区域整備

都市整備部

－ ５ －

【審査の考え方】

老朽化しているさいたま水上公園について

の基本計画策定などの必要性を認め、要求額を

措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新 老朽化した県営住宅に民間活力を導入し、高齢者向け住

宅や老人福祉施設等を配置した団地に建替え、地域住民も

７ 公的賃貸住宅 19,302 19,302 利用できるサービス機能を付加した住宅として整備する。

団地再生事業費 国庫 8,504 国庫 8,504

繰入 10,798 繰入 10,798 １ 公的賃貸住宅団地再生ﾋﾞｼﾞｮﾝの推進 ７４５万７千円

・公的賃貸住宅団地再生研究会の運営

作業部会による基礎研究調査

構成員：県・ＵＲ・団地所在市町村

・地域サービス機能の導入検討

事業化に向けての調査・作業スキームの策定

県は大宮植竹、入間霞川、熊谷玉井の３団地で実施

作業部会にて経過報告、情報交換

２ 県営住宅団地再生モデル事業 １,１８４万５千円

大宮東宮下団地Ｂ街区の事業化に向けた計画策定

公募要綱等の作成、有識者による審査、法的検証等

＜概要＞

・県は事業者に土地を貸与、事業者は介護付き有料老人

ホーム、高齢者向け専用賃貸住宅等を建設・運営

・敷地内には県営住宅も整備、地域サービス機能が付加

され、居住者も地域住民も利用可能となる

＜来年度以降の見込み＞

・平成２２年度 事業者の公募、選定

・平成２３～２４年度 工事、オープン予定

都市整備部

－ ６ －

【審査の考え方】

高齢化社会に対応し、地域住民も利用できる

サービス機能を持つ県営住宅を整備するため、

民間活力を導入した高齢者福祉施設を整備する

必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

さいたま新都心の第８－１Ａ街区に民間活力を導入し、

コンベンション、商業、業務機能等を兼ね備えた施設を整

８ さいたま新都心 9,464,028 5,521 5,521 備する。

８街区土地利用 繰入 9,460,198 一財 5,521 一財 5,521

推進費 一財 3,830 １ 「さいたま新都心第８-１Ａ街区三者事業推進協議

会」への負担金 ５５２万１千円

・ＭＮＤさいたまとの財産(等価)交換契約締結に向けた

協議・調整を主催者及び事業予定者間で実施

・三者事業推進協議会が実施する第８－１Ａ街区整備推

進業務に係る費用を県、市で負担

（事業費１,１０４万２千円・県1/2、市1/2）

①民間事業者との協議･調整及び交渉支援業務

②財産交換契約締結協議・調整及び契約書作成業務

③県市施設の等価交換検証業務

④施設管理方策の協議・調整業務

＜今後のスケジュール＞

平成２１年１２月 県･市:財産交換契約の締結

ＵＲ:土地譲渡契約締結･土地引渡し

平成２２年 ２月 建設工事着手

平成２５年 ５月 竣工 財産の交換履行

都市整備部

－ ７ －

【審査の考え方】

さいたま新都心８街区について、民間活力

を最大限導入した県施設の整備及び街の賑わ

いづくりの必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

主な事業

９ 流域下水道事業 53,790,468 46,567,122 46,567,122 流域下水道管理費 ２６７億６，０２４万３千円

特別会計 国庫12,594,900 国庫 5,879,250 国庫 5,879,250 利根川右岸流域の供用開始 ７億９，５９６万８千円

負担金 負担金 負担金 供用開始：平成２１年４月

25,723,014 24,421,234 24,421,234 流域市町：本庄市、美里町、神川町、上里町

使手 9,461 使手 8,557 使手 8,557 （１市３町）

財収 75,629 財収 147,735 財収 147,735

繰入 7,423,774 繰入 7,347,210 繰入 7,347,210

繰越 1,361,688 繰越 4,385,031 繰越 4,385,031 公営企業会計の導入 ３，７４３万４千円

諸収 2 諸収 105 諸収 105 平成２２年４月から地方公営企業法の全部適用

県債 6,602,000 県債 4,378,000 県債 4,378,000

流域下水道建設事業費 ９４億１，４８５万円

管渠、ポンプ場、処理場の建設事業

限度額
（債務負担行為） 21,305,500 承 認 平成２２年度～平成２４年度

国庫14,081,333

負担金

3,612,084

繰入 2,083

県債 3,610,000

新

10 財団法人埼玉県 2,500 2,500 利根川右岸流域の供用開始に伴い、(財)埼玉県下水道公

下水道公社出えん金 一財 2,500 一財 2,500 社に出えんを行う。

（一般会計）

都市整備部

－ ８ －

【審査の考え方】

利根川右岸流域の供用開始、下水流入量の増加

に合わせた施設整備、老朽化した設備の改築更新

を計画的に進める必要性を認め、要求額を措置し

た。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

【県営住宅事業特別会計】 老朽化した県営住宅の建替事業

＜総事業費 ８２億５,８１２万９千円＞

新

（３ヵ年継続事業のうち第１年次分）

11 平成２１年度 875,708 875,708 ８億７，５７０万８千円

公営住宅建設費 国庫 368,877 国庫 368,877

繰入 57,831 繰入 57,831 ＜整備戸数 ５３６戸＞

県債 449,000 県債 449,000 建替後 建替前

大宮植竹 ２９６戸（１４４）

大 宮 砂 ９０戸（ ４８）

熊谷玉井 ９０戸（ ２４）

入間霞川 ６０戸（ ３０）

計 ５３６戸（２４６）

<純増数 ２９０戸>

都市整備部

－ ９ －

【審査の考え方】

老朽化した県営住宅の建替を行い、住まいの

セーフティネットを整備する必要性を認め、要

求額を措置した。


